
 

事 務 連 絡 

令和４年２月１８日 

 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域

の変更及び期間の延長（令和４年２月１８日）に伴う工事及び業務の対応に

ついて 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた

工事及び業務の対応については「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点

措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長（令和４年２月１０日）に伴う工事及び

業務の対応について」（令和４年２月１０日付け事務連絡）等により、適切な対応をお

願いしてきたところです。 

このたび、令和４年２月１８日に、政府対策本部長より新型インフルエンザ等対策

特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域について、北海道、青森

県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、

新潟県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、大阪府、京都府、兵庫

県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、高知県、福岡県、佐賀県、

長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の１都１道２府３２県から、

同年２月２０日をもって山形県、島根県、山口県、大分県及び沖縄県を除外した１都

１道２府２７県に変更するとともに、北海道、青森県、福島県、茨城県、栃木県、石

川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、福岡

県、佐賀県及び鹿児島県において実施すべき期間を同年３月６日まで延長することが

決定されたところですが、「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置

に関する公示を踏まえた工事及び業務の対応について」（令和４年１月７日付け事務

連絡）等の内容を踏まえ、引き続き、適切なご対応を宜しくお願いします。 

また、ワクチン接種の促進については、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的

対処方針」（令和３年１１月１９日（令和４年２月１８日変更））（以下、「基本的対処

方針」という。）において、「令和４年２月のできるだけ早期に１日１００万回まで加

速化することを目指して取組を強化する」とされ、具体的には「職域接種の積極的な

活用を推進する」とされていることを踏まえ、職域接種への積極的な参加を宜しくお

願いします。 



 

さらに、基本的対処方針においては、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策と

して、事業者は「緊急事態宣言の発出を待つことなく、業務継続の観点からも、在宅

勤務（テレワーク）の活用等による出勤者数の削減目標を前倒しで設定」し、「事業継

続が求められる業種に係る業務継続計画（ＢＣＰ）の確認等を進める」こととされて

いることを踏まえ、事業継続のための具体的方策を確認するなど、適切なご対応を宜

しくお願いします。 

 なお、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長に伴う対応に

ついて、別添１のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別添２のとおり民間

発注者団体等あてに送付しておりますので、参考まで送付いたします。 



 

事 務 連 絡 

令和４年２月１８日 

 

各都道府県入札契約担当部局長 殿 

各指定都市入札契約担当部局長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 
 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域

の変更及び期間の延長（令和４年２月 18 日）に伴う工事及び業務の対応に

ついて 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏ま

えた工事及び業務の対応については「新型コロナウイルス感染症に係るまん延

防止等重点措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長（令和４年２月 10 日）

に伴う工事及び業務の対応について」（令和４年２月 10 日付け事務連絡）等に

より、適切な対応をお願いしてきたところです。 

このたび、令和４年２月 18 日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ

等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域について、

北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、

東京都、神奈川県、新潟県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、

大阪府、京都府、兵庫県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、

高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄

県の１都１道２府 32 県から、同年２月２０日をもって山形県、島根県、山口県、

大分県及び沖縄県を除外した１都１道２府 27 県に変更するとともに、北海道、

青森県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、

兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、福岡県、佐賀県及び鹿児島県において実施

すべき期間を同年３月６日まで延長することが決定されたところですが、「新型

コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた工

事及び業務の対応について」（令和４年１月７日付け事務連絡）等の内容を踏ま

え、引き続き適切なご対応を宜しくお願いします。 

各都道府県におかれては、貴都道府県内の関係市区町村（指定都市を除く。）

に対しても、周知を宜しくお願いします。 
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事 務 連 絡 

令和４年２月１８日 

 

 

主な民間発注者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域

の変更及び期間の延長（令和４年２月１８日）に伴う工事及び業務の対応に

ついて 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた

工事及び業務の対応については「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点

措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長（令和４年２月１０日）に伴う工事及び

業務の対応について」（令和４年２月３日付け事務連絡）等により、地方公共団体等あ

てに通知するとともに、貴団体など民間発注者団体等あてにも参考送付させていただ

いたところです。 

このたび、令和４年２月１８日に、政府対策本部長より新型インフルエンザ等対策

特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域について、北海道、青森

県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、

新潟県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、大阪府、京都府、兵庫

県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、高知県、福岡県、佐賀県、

長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の１都１道２府３２県から、

同年２月２０日をもって山形県、島根県、山口県、大分県及び沖縄県を除外した１都

１道２府２７県に変更するとともに、北海道、青森県、福島県、茨城県、栃木県、石

川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、福岡

県、佐賀県及び鹿児島県において実施すべき期間を同年３月６日まで延長することが

決定されたことを踏まえ、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更及び期間の

延長に伴う対応について、別添１のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別

添２のとおり建設業者団体等あてに送付しておりますので、参考まで送付いたします。 

 

なお、これまでもお知らせしていたとおり、受発注者の故意又は過失により施工で

きなくなる場合を除き、資機材等の調達困難や感染者の発生など、新型コロナウイル

ス感染症の影響により工事が施工できなくなる場合は、建設工事標準請負契約約款に

おける「不可抗力」に該当するものと考えられます。この場合、民間工事標準請負契

約約款（甲）・（乙）においては、受注者は発注者に工期の延長を請求でき、下請工事
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標準請負契約約款においては、元請負人は必要があるときは工事を中止し、工期の延

長について元下間で協議することとしており、いずれの場合も増加する費用について

は発注者（元請負人）と受注者（下請負人）が協議をして決めることとされておりま

すので、引き続き適切な対応が図られるよう、改めて、傘下の会員企業等への周知を

お願いいたします。 



 

事 務 連 絡 

令 和 ４ 年 １ 月 ２ ５ 日 

 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域

の変更及び期間の延長（令和４年１月２５日）に伴う工事及び業務の対応に

ついて 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた

工事及び業務の対応については「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点

措置を実施すべき区域の変更（令和４年１月１９日）に伴う工事及び業務の対応につ

いて」（令和４年１月２０日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いしてきたと

ころです。 

このたび、令和４年１月２５日に、政府対策本部長より新型インフルエンザ等対策

特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域について、群馬県、埼玉

県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、広島県、山口県、

香川県、長崎県、熊本県、宮崎県及び沖縄県の１都１５県から、同年１月２７日をも

って北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、

大阪府、京都府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県の

１道２府１５県を追加した１都１道２府３０県に変更するとともに、広島県、山口県

及び沖縄県において実施すべき期間を同年２月２０日まで延長し、北海道、青森県、

山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、大阪府、京都府、兵庫

県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県において実施すべき期間

を同年１月２７日から同年２月２０日までとすることが決定されたところですが、

「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた

工事及び業務の対応について」（令和４年１月７日付け事務連絡）等の内容を踏まえ、

引き続き、適切なご対応を宜しくお願いします。 

 なお、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長に伴う対応に

ついて、別添１のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別添２のとおり民間

発注者団体等あてに送付しておりますので、参考まで送付いたします。 



 

事 務 連 絡 

令和４年１月２５日 

 

各都道府県入札契約担当部局長 殿 

各指定都市入札契約担当部局長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 
 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域

の変更及び期間の延長（令和４年１月 25 日）に伴う工事及び業務の対応に

ついて 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏ま

えた工事及び業務の対応については「新型コロナウイルス感染症に係るまん延

防止等重点措置を実施すべき区域の変更（令和４年１月 19 日）に伴う工事及び

業務の対応について」（令和４年１月 20 日付け事務連絡）等により、適切な対応

をお願いしてきたところです。 

このたび、令和４年１月 25 日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ

等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域について、

群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、

広島県、山口県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県及び沖縄県の１都 15 県から、

同年１月 27 日をもって北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石

川県、長野県、静岡県、大阪府、京都府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐

賀県、大分県及び鹿児島県の１道２府 15 県を追加した１都１道２府 30 県に変

更するとともに、広島県、山口県及び沖縄県において実施すべき期間を同年２月

20 日まで延長し、北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、

長野県、静岡県、大阪府、京都府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、

大分県及び鹿児島県において実施すべき期間を同年１月 27 日から同年２月 20

日までとすることが決定されたところですが、「新型コロナウイルス感染症に係

るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた工事及び業務の対応について」

（令和４年１月７日付け事務連絡）等の内容を踏まえ、引き続き適切なご対応を

宜しくお願いします。 

各都道府県におかれては、貴都道府県内の関係市区町村（指定都市を除く。）

に対しても、周知を宜しくお願いします。 
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事 務 連 絡 

令 和 ４ 年 １ 月 ２ ５ 日 

 

 

主な民間発注者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域

の変更及び期間の延長（令和４年１月２５日）に伴う工事及び業務の対応に

ついて 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた

工事及び業務の対応については「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点

措置を実施すべき区域の変更（令和４年１月１９日）に伴う工事及び業務の対応につ

いて」（令和４年１月２０日付け事務連絡）等により、地方公共団体等あてに通知する

とともに、貴団体など民間発注者団体等あてにも参考送付させていただいたところで

す。 

このたび、令和４年１月２５日に、政府対策本部長より新型インフルエンザ等対策

特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域について、群馬県、埼玉

県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、広島県、山口県、

香川県、長崎県、熊本県、宮崎県及び沖縄県の１都１５県から、同年１月２７日をも

って北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、

大阪府、京都府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県の

１道２府１５県を追加した１都１道２府３０県に変更するとともに、広島県、山口県

及び沖縄県において実施すべき期間を同年２月２０日まで延長し、北海道、青森県、

山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、大阪府、京都府、兵庫

県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県において実施すべき期間

を同年１月２７日から同年２月２０日までとすることが決定されたことを踏まえ、ま

ん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長に伴う対応について、別

添１のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別添２のとおり建設業者団体等

あてに送付しておりますので、参考まで送付いたします。 

 

なお、これまでもお知らせしていたとおり、受発注者の故意又は過失により施工で

きなくなる場合を除き、資機材等の調達困難や感染者の発生など、新型コロナウイル

ス感染症の影響により工事が施工できなくなる場合は、建設工事標準請負契約約款に

おける「不可抗力」に該当するものと考えられます。この場合、民間工事標準請負契

約約款（甲）・（乙）においては、受注者は発注者に工期の延長を請求でき、下請工事
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標準請負契約約款においては、元請負人は必要があるときは工事を中止し、工期の延

長について元下間で協議することとしており、いずれの場合も増加する費用について

は発注者（元請負人）と受注者（下請負人）が協議をして決めることとされておりま

すので、引き続き適切な対応が図られるよう、改めて、傘下の会員企業等への周知を

お願いいたします。 



 

事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ９ 月 ３ ０ 日 

 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置の終了後における工事及び

業務の対応について 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を踏まえた工事及び業務の対応に

ついては「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更及

び期間の延長（令和３年９月９日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和３年９

月１０日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いしてきたところです。 

このたび、令和３年９月２８日に、同年９月３０日をもって緊急事態措置を終了す

ることとなり、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和２年３月２

８日（令和３年９月２８日変更））（以下、「基本的対処方針」という。）において、今

後、ワクチン接種を一層進捗させ、医療供給体制をもう一段整備し、感染拡大に対す

る社会の耐性を高めながら、感染対策と日常生活を両立させることを基本として、政

策を展開していくこととするとされたところです。 

また、基本的対処方針では、「三つの密」を徹底的に避ける、「人と人との距離の確

保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」、「換気」等の基本的な感染対策を行

うことをより一層推進し、クラスターの発生を抑えることが、感染者、重症者及び死

亡者の発生を最小限に食い止めるために重要であるとされており、さらに、新型コロ

ナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針として、感染拡大を予防する「新しい

生活様式」の定着や「感染リスクが高まる「５つの場面」」を回避すること等を促すと

ともに、事業者及び関係団体に対して、業種別ガイドライン等の実践等を促していく

こととされているところです。 

これらのことを踏まえ、施工中の工事等における感染拡大防止措置等につきまして

は、「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（令和２年５月

１４日（令和３年５月１２日改訂版））」等を参考に、引き続き、アルコール消毒液の

設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、現場でのマスク着用、手洗い、換気、

「居場所の切り替わり」への注意など、感染予防の対応を行うとともに、施工に伴う

三つの密の発生の回避や影響緩和の対策を講じるなど、適切なご対応をお願いいたし

ます。 



 

 なお、緊急事態措置の終了後における対応について、別添１のとおり地方公共団体

あてに送付するとともに、別添２のとおり民間発注者団体等あてに送付しております

ので、参考まで送付いたします。 



 
 

事 務 連 絡 

令和３年９月 30 日 

 

 

各都道府県入札契約担当部局長 殿 
各指定都市入札契約担当部局長 殿  
 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等の終了後における工事及び業務

の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を踏まえた工事及び業務の対応

については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき区域の変

更及び期間の延長（令和３年９月９日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和３

年９月 10 日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いしてきたところです。 

令和３年９月 28 日に、同年９月 30 日をもって緊急事態措置等を終了することとな

り、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和２年３月２８日（令和

３年９月 28 日変更））（以下、「基本的対処方針」という。）において、今後、ワクチン

接種を一層進捗させ、医療供給体制をもう一段整備し、感染拡大に対する社会の耐性

を高めながら、感染対策と日常生活を両立させることを基本として、政策を展開して

いくこととするとされたところです。 

また、基本的対処方針では、「三つの密」を徹底的に避ける、「人と人との距離の確

保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」、「換気」等の基本的な感染対策を行

うことをより一層推進し、クラスターの発生を抑えることが、感染者、重症者及び死

亡者の発生を最小限に食い止めるために重要であるとされており、新型コロナウイル

ス感染症の対処に関する全般的な方針として、感染拡大を予防する「新しい生活様式」

の定着や「感染リスクが高まる「５つの場面」」を回避すること等を促すとともに、事

業者及び関係団体に対して、業種別ガイドライン等の実践等を促していくこととされ

ているところです。 

これらのことを踏まえ、施工中の工事等における感染拡大防止措置等につきまして

は、引き続き、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、

現場でのマスク着用、手洗い、換気、「居場所の切り替わり」への注意など、感染予防

の対応を行うとともに、施工に伴う三つの密の発生の回避や影響緩和の対策が講じら

れるよう、改めて、受注者に対して「建設業における新型コロナウイルス感染予防対

策ガイドライン（令和２年５月１４日（令和３年５月 12 日改訂版））」及び内閣官房
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の新型コロナウイルス感染症対策ホームページにおいて公表されている業種ごとの

感染拡大予防ガイドライン等の周知徹底を図るなど、適切なご対応を宜しくお願いし

ます。 

併せて、国土交通省直轄事業における対応について、別添のとおり定めております

ので、ご参考にお知らせします。 

各都道府県におかれては、貴都道府県内の関係市町村（指定都市を除く。）に対して

も、周知を宜しくお願いします。 

 

 



事 務 連 絡

令和３年９月 30日

大臣官房官庁営繕部 各 課 長 殿

各 地 方 整 備 局 総 務 部 長 殿

企 画 部 長 殿

営 繕 部 長 殿

港湾空港部長 殿

北 海 道 開 発 局 事業振興部長 殿

営 繕 部 長 殿

各 地 方 航 空 局 総 務 部 長 殿

空 港 部 長 殿

保 安 部 長 殿

国土技術政策総合研究所 総 務 部 長 殿

管理調整部長 殿

国 土 地 理 院 総 務 部 長 殿

企 画 部 長 殿

国土交通省

大 臣 官 房 会 計 課 長

大 臣 官 房 技 術 調 査 課 長

大 臣 官 房 公 共 事 業 調 査 室 長

大臣官房官庁営繕部管理課長

大臣官房官庁営繕部計画課長

港 湾 局 総 務 課 長

港 湾 局 技 術 企 画 課 長

航 空 局 予 算 ・ 管 財 室 長

航空局航空ネットワーク部空港技術課長

航空局交通管制部交通管制企画課長

北 海 道 局 予 算 課 長

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置及びまん延防止等重点措置の終了後

における工事及び業務の対応について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、令和３年９月 30日に全ての

地域において緊急事態措置及びまん延防止等重点措置が終了した。令和３年９月 28

日に改正された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（以下「基本的

対処方針」という。）において、緊急事態措置を実施すべき区域（以下「緊急事態措

置区域」という。）から除外された地域（まん延防止等重点措置を実施すべき区域

（以下「重点措置区域」という。）及び重点措置区域以外の地域の双方を含む。）の対

策の緩和については段階的に行い、必要な対策はステージⅡ相当以下に下がるまで続

けることとされている。

今回緊急事態措置区域から除外された地域及び重点措置区域から除外された区域に
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おける工事及び業務（以下「工事等」という。）の対応については、「新型コロナウイ

ルス感染症に係る緊急事態宣言の解除後における工事及び業務の対応について」（令

和３年３月 22日付け事務連絡。以下「３月 22日事務連絡」という。別添１）及び

「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域から除外

された区域における工事及び業務の対応について」（令和３年５月 12日付け事務連

絡。別添２）に基づき、地域の感染防止対策の実施状況を踏まえ、受発注者間の日常

のコミュニケーション等を必要に応じてより積極的に実施することなどを通して、受

注者の希望を把握し、適切に工事等の一時中止や設計変更等を行うなど、適宜、対応

されたい。

また、その他の地域を含め、基本的対処方針において、感染拡大に対する社会の耐

性を高めながら、感染対策と日常生活を両立させることを基本として、政策を展開し

ていくこととされていることから、基本的な感染対策の徹底等を図りながら、引き続

き、工事等の対応について、３月 22日事務連絡に基づき、適宜、対応されたい。



 

事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ９ 月 ３ ０ 日 

 

 

主な民間発注者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等の終了後における工事及

び業務の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置及びまん延防止等重点措置（以下、

「緊急事態措置等」という。）を踏まえた工事及び業務の対応については「新型コロナ

ウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき区域の変更及び期間の延長（令和

３年９月９日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和３年９月１０日付け事務

連絡）等により、地方公共団体等あてに通知するとともに、貴団体など民間発注者団

体等あてにも参考送付させていただいたところです。 

このたび、令和３年９月２８日に、同年９月３０日をもって緊急事態措置等を終了

することとなったことを踏まえ、緊急事態措置等の終了を踏まえた対応について、別

添１のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別添２、３のとおり建設業者団

体等あてに送付しておりますので、参考まで送付いたします。 

 

なお、これまでもお知らせしていたとおり、受発注者の故意又は過失により施工で

きなくなる場合を除き、資機材等の調達困難や感染者の発生など、新型コロナウイル

ス感染症の影響により工事が施工できなくなる場合は、建設工事標準請負契約約款に

おける「不可抗力」に該当するものと考えられます。この場合、民間工事標準請負契

約約款（甲）・（乙）においては、受注者は発注者に工期の延長を請求でき、下請工事

標準請負契約約款においては、元請負人は必要があるときは工事を中止し、工期の延

長について元下間で協議することとしており、いずれの場合も増加する費用について

は発注者（元請負人）と受注者（下請負人）が協議をして決めることとされておりま

すので、引き続き適切な対応が図られるよう、改めて、傘下の会員企業等への周知を

お願いいたします。 
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事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ９ 月 ３ ０ 日 

 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置の終了後における

工事及び業務の対応について 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を踏まえた工事及び業務

の対応については「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施す

べき区域の変更及び期間の延長（令和３年９月９日）に伴う工事及び業務の対応につ

いて」（令和３年９月１０日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いしてきたと

ころです。 

このたび、令和３年９月２８日に、同年９月３０日をもってまん延防止等重点措置

を終了することとなり、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和２

年３月２８日（令和３年９月２８日変更））（以下、「基本的対処方針」という。）にお

いて、今後、ワクチン接種を一層進捗させ、医療供給体制をもう一段整備し、感染拡

大に対する社会の耐性を高めながら、感染対策と日常生活を両立させることを基本と

して、政策を展開していくこととするとされたところです。 

また、基本的対処方針では、「三つの密」を徹底的に避ける、「人と人との距離の確

保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」、「換気」等の基本的な感染対策を行

うことをより一層推進し、クラスターの発生を抑えることが、感染者、重症者及び死

亡者の発生を最小限に食い止めるために重要であるとされており、さらに、新型コロ

ナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針として、感染拡大を予防する「新しい

生活様式」の定着や「感染リスクが高まる「５つの場面」」を回避すること等を促すと

ともに、事業者及び関係団体に対して、業種別ガイドライン等の実践等を促していく

こととされているところです。 

これらのことを踏まえ、施工中の工事等における感染拡大防止措置等につきまして

は、「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（令和２年５月

１４日（令和３年５月１２日改訂版））」等を参考に、引き続き、アルコール消毒液の

設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、現場でのマスク着用、手洗い、換気、

「居場所の切り替わり」への注意など、感染予防の対応を行うとともに、施工に伴う

三つの密の発生の回避や影響緩和の対策を講じるなど、適切なご対応をお願いいたし



 

ます。 

 なお、まん延防止等重点措置の終了後における対応について、別添１のとおり地方

公共団体あてに送付するとともに、別添２のとおり民間発注者団体等あてに送付して

おりますので、参考まで送付いたします。 



 
 

事 務 連 絡 

令和３年９月 30 日 

 

 

各都道府県入札契約担当部局長 殿 
各指定都市入札契約担当部局長 殿  
 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等の終了後における工事及び業務

の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を踏まえた工事及び業務の対応

については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき区域の変

更及び期間の延長（令和３年９月９日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和３

年９月 10 日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いしてきたところです。 

令和３年９月 28 日に、同年９月 30 日をもって緊急事態措置等を終了することとな

り、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和２年３月２８日（令和

３年９月 28 日変更））（以下、「基本的対処方針」という。）において、今後、ワクチン

接種を一層進捗させ、医療供給体制をもう一段整備し、感染拡大に対する社会の耐性

を高めながら、感染対策と日常生活を両立させることを基本として、政策を展開して

いくこととするとされたところです。 

また、基本的対処方針では、「三つの密」を徹底的に避ける、「人と人との距離の確

保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」、「換気」等の基本的な感染対策を行

うことをより一層推進し、クラスターの発生を抑えることが、感染者、重症者及び死

亡者の発生を最小限に食い止めるために重要であるとされており、新型コロナウイル

ス感染症の対処に関する全般的な方針として、感染拡大を予防する「新しい生活様式」

の定着や「感染リスクが高まる「５つの場面」」を回避すること等を促すとともに、事

業者及び関係団体に対して、業種別ガイドライン等の実践等を促していくこととされ

ているところです。 

これらのことを踏まえ、施工中の工事等における感染拡大防止措置等につきまして

は、引き続き、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、

現場でのマスク着用、手洗い、換気、「居場所の切り替わり」への注意など、感染予防

の対応を行うとともに、施工に伴う三つの密の発生の回避や影響緩和の対策が講じら

れるよう、改めて、受注者に対して「建設業における新型コロナウイルス感染予防対

策ガイドライン（令和２年５月１４日（令和３年５月 12 日改訂版））」及び内閣官房
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の新型コロナウイルス感染症対策ホームページにおいて公表されている業種ごとの

感染拡大予防ガイドライン等の周知徹底を図るなど、適切なご対応を宜しくお願いし

ます。 

併せて、国土交通省直轄事業における対応について、別添のとおり定めております

ので、ご参考にお知らせします。 

各都道府県におかれては、貴都道府県内の関係市町村（指定都市を除く。）に対して

も、周知を宜しくお願いします。 

 

 



事 務 連 絡

令和３年９月 30日

大臣官房官庁営繕部 各 課 長 殿

各 地 方 整 備 局 総 務 部 長 殿

企 画 部 長 殿

営 繕 部 長 殿

港湾空港部長 殿

北 海 道 開 発 局 事業振興部長 殿

営 繕 部 長 殿

各 地 方 航 空 局 総 務 部 長 殿

空 港 部 長 殿

保 安 部 長 殿

国土技術政策総合研究所 総 務 部 長 殿

管理調整部長 殿

国 土 地 理 院 総 務 部 長 殿

企 画 部 長 殿

国土交通省

大 臣 官 房 会 計 課 長

大 臣 官 房 技 術 調 査 課 長

大 臣 官 房 公 共 事 業 調 査 室 長

大臣官房官庁営繕部管理課長

大臣官房官庁営繕部計画課長

港 湾 局 総 務 課 長

港 湾 局 技 術 企 画 課 長

航 空 局 予 算 ・ 管 財 室 長

航空局航空ネットワーク部空港技術課長

航空局交通管制部交通管制企画課長

北 海 道 局 予 算 課 長

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置及びまん延防止等重点措置の終了後

における工事及び業務の対応について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、令和３年９月 30日に全ての

地域において緊急事態措置及びまん延防止等重点措置が終了した。令和３年９月 28

日に改正された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（以下「基本的

対処方針」という。）において、緊急事態措置を実施すべき区域（以下「緊急事態措

置区域」という。）から除外された地域（まん延防止等重点措置を実施すべき区域

（以下「重点措置区域」という。）及び重点措置区域以外の地域の双方を含む。）の対

策の緩和については段階的に行い、必要な対策はステージⅡ相当以下に下がるまで続

けることとされている。

今回緊急事態措置区域から除外された地域及び重点措置区域から除外された区域に
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おける工事及び業務（以下「工事等」という。）の対応については、「新型コロナウイ

ルス感染症に係る緊急事態宣言の解除後における工事及び業務の対応について」（令

和３年３月 22日付け事務連絡。以下「３月 22日事務連絡」という。別添１）及び

「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域から除外

された区域における工事及び業務の対応について」（令和３年５月 12日付け事務連

絡。別添２）に基づき、地域の感染防止対策の実施状況を踏まえ、受発注者間の日常

のコミュニケーション等を必要に応じてより積極的に実施することなどを通して、受

注者の希望を把握し、適切に工事等の一時中止や設計変更等を行うなど、適宜、対応

されたい。

また、その他の地域を含め、基本的対処方針において、感染拡大に対する社会の耐

性を高めながら、感染対策と日常生活を両立させることを基本として、政策を展開し

ていくこととされていることから、基本的な感染対策の徹底等を図りながら、引き続

き、工事等の対応について、３月 22日事務連絡に基づき、適宜、対応されたい。



 

事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ９ 月 ３ ０ 日 

 

 

主な民間発注者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等の終了後における工事及

び業務の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置及びまん延防止等重点措置（以下、

「緊急事態措置等」という。）を踏まえた工事及び業務の対応については「新型コロナ

ウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき区域の変更及び期間の延長（令和

３年９月９日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和３年９月１０日付け事務

連絡）等により、地方公共団体等あてに通知するとともに、貴団体など民間発注者団

体等あてにも参考送付させていただいたところです。 

このたび、令和３年９月２８日に、同年９月３０日をもって緊急事態措置等を終了

することとなったことを踏まえ、緊急事態措置等の終了を踏まえた対応について、別

添１のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別添２、３のとおり建設業者団

体等あてに送付しておりますので、参考まで送付いたします。 

 

なお、これまでもお知らせしていたとおり、受発注者の故意又は過失により施工で

きなくなる場合を除き、資機材等の調達困難や感染者の発生など、新型コロナウイル

ス感染症の影響により工事が施工できなくなる場合は、建設工事標準請負契約約款に

おける「不可抗力」に該当するものと考えられます。この場合、民間工事標準請負契

約約款（甲）・（乙）においては、受注者は発注者に工期の延長を請求でき、下請工事

標準請負契約約款においては、元請負人は必要があるときは工事を中止し、工期の延

長について元下間で協議することとしており、いずれの場合も増加する費用について

は発注者（元請負人）と受注者（下請負人）が協議をして決めることとされておりま

すので、引き続き適切な対応が図られるよう、改めて、傘下の会員企業等への周知を

お願いいたします。 
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事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ９ 月 ３ ０ 日 

 

 

主な民間発注者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等の終了後における工事及

び業務の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置及びまん延防止等重点措置（以下、

「緊急事態措置等」という。）を踏まえた工事及び業務の対応については「新型コロナ

ウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき区域の変更及び期間の延長（令和

３年９月９日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和３年９月１０日付け事務

連絡）等により、地方公共団体等あてに通知するとともに、貴団体など民間発注者団

体等あてにも参考送付させていただいたところです。 

このたび、令和３年９月２８日に、同年９月３０日をもって緊急事態措置等を終了

することとなったことを踏まえ、緊急事態措置等の終了を踏まえた対応について、別

添１のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別添２、３のとおり建設業者団

体等あてに送付しておりますので、参考まで送付いたします。 

 

なお、これまでもお知らせしていたとおり、受発注者の故意又は過失により施工で

きなくなる場合を除き、資機材等の調達困難や感染者の発生など、新型コロナウイル

ス感染症の影響により工事が施工できなくなる場合は、建設工事標準請負契約約款に

おける「不可抗力」に該当するものと考えられます。この場合、民間工事標準請負契

約約款（甲）・（乙）においては、受注者は発注者に工期の延長を請求でき、下請工事

標準請負契約約款においては、元請負人は必要があるときは工事を中止し、工期の延

長について元下間で協議することとしており、いずれの場合も増加する費用について

は発注者（元請負人）と受注者（下請負人）が協議をして決めることとされておりま

すので、引き続き適切な対応が図られるよう、改めて、傘下の会員企業等への周知を

お願いいたします。 

 

 



 
 

事 務 連 絡 

令和３年９月 30 日 

 

 

各都道府県入札契約担当部局長 殿 
各指定都市入札契約担当部局長 殿  
 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等の終了後における工事及び業務

の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を踏まえた工事及び業務の対応

については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき区域の変

更及び期間の延長（令和３年９月９日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和３

年９月 10 日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いしてきたところです。 

令和３年９月 28 日に、同年９月 30 日をもって緊急事態措置等を終了することとな

り、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和２年３月２８日（令和

３年９月 28 日変更））（以下、「基本的対処方針」という。）において、今後、ワクチン

接種を一層進捗させ、医療供給体制をもう一段整備し、感染拡大に対する社会の耐性

を高めながら、感染対策と日常生活を両立させることを基本として、政策を展開して

いくこととするとされたところです。 

また、基本的対処方針では、「三つの密」を徹底的に避ける、「人と人との距離の確

保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」、「換気」等の基本的な感染対策を行

うことをより一層推進し、クラスターの発生を抑えることが、感染者、重症者及び死

亡者の発生を最小限に食い止めるために重要であるとされており、新型コロナウイル

ス感染症の対処に関する全般的な方針として、感染拡大を予防する「新しい生活様式」

の定着や「感染リスクが高まる「５つの場面」」を回避すること等を促すとともに、事

業者及び関係団体に対して、業種別ガイドライン等の実践等を促していくこととされ

ているところです。 

これらのことを踏まえ、施工中の工事等における感染拡大防止措置等につきまして

は、引き続き、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、

現場でのマスク着用、手洗い、換気、「居場所の切り替わり」への注意など、感染予防

の対応を行うとともに、施工に伴う三つの密の発生の回避や影響緩和の対策が講じら

れるよう、改めて、受注者に対して「建設業における新型コロナウイルス感染予防対

策ガイドライン（令和２年５月１４日（令和３年５月 12 日改訂版））」及び内閣官房
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の新型コロナウイルス感染症対策ホームページにおいて公表されている業種ごとの

感染拡大予防ガイドライン等の周知徹底を図るなど、適切なご対応を宜しくお願いし

ます。 

併せて、国土交通省直轄事業における対応について、別添のとおり定めております

ので、ご参考にお知らせします。 

各都道府県におかれては、貴都道府県内の関係市町村（指定都市を除く。）に対して

も、周知を宜しくお願いします。 

 

 



事 務 連 絡

令和３年９月 30日

大臣官房官庁営繕部 各 課 長 殿

各 地 方 整 備 局 総 務 部 長 殿

企 画 部 長 殿

営 繕 部 長 殿

港湾空港部長 殿

北 海 道 開 発 局 事業振興部長 殿

営 繕 部 長 殿

各 地 方 航 空 局 総 務 部 長 殿

空 港 部 長 殿

保 安 部 長 殿

国土技術政策総合研究所 総 務 部 長 殿

管理調整部長 殿

国 土 地 理 院 総 務 部 長 殿

企 画 部 長 殿

国土交通省

大 臣 官 房 会 計 課 長

大 臣 官 房 技 術 調 査 課 長

大 臣 官 房 公 共 事 業 調 査 室 長

大臣官房官庁営繕部管理課長

大臣官房官庁営繕部計画課長

港 湾 局 総 務 課 長

港 湾 局 技 術 企 画 課 長

航 空 局 予 算 ・ 管 財 室 長

航空局航空ネットワーク部空港技術課長

航空局交通管制部交通管制企画課長

北 海 道 局 予 算 課 長

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置及びまん延防止等重点措置の終了後

における工事及び業務の対応について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、令和３年９月 30日に全ての

地域において緊急事態措置及びまん延防止等重点措置が終了した。令和３年９月 28

日に改正された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（以下「基本的

対処方針」という。）において、緊急事態措置を実施すべき区域（以下「緊急事態措

置区域」という。）から除外された地域（まん延防止等重点措置を実施すべき区域

（以下「重点措置区域」という。）及び重点措置区域以外の地域の双方を含む。）の対

策の緩和については段階的に行い、必要な対策はステージⅡ相当以下に下がるまで続

けることとされている。

今回緊急事態措置区域から除外された地域及び重点措置区域から除外された区域に
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おける工事及び業務（以下「工事等」という。）の対応については、「新型コロナウイ

ルス感染症に係る緊急事態宣言の解除後における工事及び業務の対応について」（令

和３年３月 22日付け事務連絡。以下「３月 22日事務連絡」という。別添１）及び

「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域から除外

された区域における工事及び業務の対応について」（令和３年５月 12日付け事務連

絡。別添２）に基づき、地域の感染防止対策の実施状況を踏まえ、受発注者間の日常

のコミュニケーション等を必要に応じてより積極的に実施することなどを通して、受

注者の希望を把握し、適切に工事等の一時中止や設計変更等を行うなど、適宜、対応

されたい。

また、その他の地域を含め、基本的対処方針において、感染拡大に対する社会の耐

性を高めながら、感染対策と日常生活を両立させることを基本として、政策を展開し

ていくこととされていることから、基本的な感染対策の徹底等を図りながら、引き続

き、工事等の対応について、３月 22日事務連絡に基づき、適宜、対応されたい。



 

事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ９ 月 ３ ０ 日 

 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置の終了後における工事及び

業務の対応について 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を踏まえた工事及び業務の対応に

ついては「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更及

び期間の延長（令和３年９月９日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和３年９

月１０日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いしてきたところです。 

このたび、令和３年９月２８日に、同年９月３０日をもって緊急事態措置を終了す

ることとなり、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和２年３月２

８日（令和３年９月２８日変更））（以下、「基本的対処方針」という。）において、今

後、ワクチン接種を一層進捗させ、医療供給体制をもう一段整備し、感染拡大に対す

る社会の耐性を高めながら、感染対策と日常生活を両立させることを基本として、政

策を展開していくこととするとされたところです。 

また、基本的対処方針では、「三つの密」を徹底的に避ける、「人と人との距離の確

保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」、「換気」等の基本的な感染対策を行

うことをより一層推進し、クラスターの発生を抑えることが、感染者、重症者及び死

亡者の発生を最小限に食い止めるために重要であるとされており、さらに、新型コロ

ナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針として、感染拡大を予防する「新しい

生活様式」の定着や「感染リスクが高まる「５つの場面」」を回避すること等を促すと

ともに、事業者及び関係団体に対して、業種別ガイドライン等の実践等を促していく

こととされているところです。 

これらのことを踏まえ、施工中の工事等における感染拡大防止措置等につきまして

は、「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（令和２年５月

１４日（令和３年５月１２日改訂版））」等を参考に、引き続き、アルコール消毒液の

設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、現場でのマスク着用、手洗い、換気、

「居場所の切り替わり」への注意など、感染予防の対応を行うとともに、施工に伴う

三つの密の発生の回避や影響緩和の対策を講じるなど、適切なご対応をお願いいたし

ます。 

Administrator
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 なお、緊急事態措置の終了後における対応について、別添１のとおり地方公共団体

あてに送付するとともに、別添２のとおり民間発注者団体等あてに送付しております

ので、参考まで送付いたします。 



 

事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ９ 月 ３ ０ 日 

 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置の終了後における

工事及び業務の対応について 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を踏まえた工事及び業務

の対応については「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施す

べき区域の変更及び期間の延長（令和３年９月９日）に伴う工事及び業務の対応につ

いて」（令和３年９月１０日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いしてきたと

ころです。 

このたび、令和３年９月２８日に、同年９月３０日をもってまん延防止等重点措置

を終了することとなり、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和２

年３月２８日（令和３年９月２８日変更））（以下、「基本的対処方針」という。）にお

いて、今後、ワクチン接種を一層進捗させ、医療供給体制をもう一段整備し、感染拡

大に対する社会の耐性を高めながら、感染対策と日常生活を両立させることを基本と

して、政策を展開していくこととするとされたところです。 

また、基本的対処方針では、「三つの密」を徹底的に避ける、「人と人との距離の確

保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」、「換気」等の基本的な感染対策を行

うことをより一層推進し、クラスターの発生を抑えることが、感染者、重症者及び死

亡者の発生を最小限に食い止めるために重要であるとされており、さらに、新型コロ

ナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針として、感染拡大を予防する「新しい

生活様式」の定着や「感染リスクが高まる「５つの場面」」を回避すること等を促すと

ともに、事業者及び関係団体に対して、業種別ガイドライン等の実践等を促していく

こととされているところです。 

これらのことを踏まえ、施工中の工事等における感染拡大防止措置等につきまして

は、「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（令和２年５月

１４日（令和３年５月１２日改訂版））」等を参考に、引き続き、アルコール消毒液の

設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、現場でのマスク着用、手洗い、換気、

「居場所の切り替わり」への注意など、感染予防の対応を行うとともに、施工に伴う

三つの密の発生の回避や影響緩和の対策を講じるなど、適切なご対応をお願いいたし

Administrator
スタンプ



 

ます。 

 なお、まん延防止等重点措置の終了後における対応について、別添１のとおり地方

公共団体あてに送付するとともに、別添２のとおり民間発注者団体等あてに送付して

おりますので、参考まで送付いたします。 



 

事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ９ 月 10 日 

 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更及

び期間の延長（令和３年９月９日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応に

ついては「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更

（令和３年８月 25 日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和３年８月 27 日付

け事務連絡）等により、適切な対応をお願いしてきたところです。 

このたび、令和３年９月９日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策

特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域（以下「緊急事態措置区域」とい

う。）について、北海道、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、

神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、岡

山県、広島県、福岡県及び沖縄県の１都１道２府 17 県から、同年９月 12 日をもって

宮城県及び岡山県の２県を除外した１都１道２府 15 県に変更するとともに、実施す

べき期間を同年９月 30 日まで延長することが決定されたところですが、「新型コロナ

ウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び業務の対応について」（令

和３年４月 25 日付け事務連絡）等の内容を踏まえ、引き続き、適切なご対応を宜し

くお願いします。 

特に、緊急事態措置においては、政府及び特定都道府県は、事業者に対して、「職場

への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務（テレワーク）活用や休

暇取得の促進等により、出勤者数の７割削減を目指すよう働きかけを行う」こととさ

れており、出勤者数の削減のための取組についてご協力をお願いいたします。 

また、雇用調整助成金については、緊急事態措置区域においては、８月末までと同

水準の支援を９月末まで行うこととされておりますので、改めて会員企業に周知徹底

し、必要な場合にはその積極的活用を促すようお願いいたします。 

 

なお、地方公共団体が、当該地方公共団体の域外から工事従事者が来訪する場合の

感染防止対策等について要請を出している場合には、当該要請への適切なご対応を宜

しくお願いします。 

また、緊急事態措置を実施すべき区域の変更に伴う対応について、別添１のとおり

地方公共団体あてに送付するとともに、別添２のとおり民間発注者団体等あてに送付

しておりますので、参考まで送付いたします。 



 

事 務 連 絡 

令和３年９月 10 日 

 

 

各都道府県入札契約担当部局長 殿 

各指定都市入札契約担当部局長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 
 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき区域の変更

及び期間の延長（令和３年９月９日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び業務の

対応については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべ

き区域の変更（令和３年８月 25 日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和

３年８月 27 日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いしてきたところで

す。 

このたび、令和３年９月９日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等

対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域について、北海道、宮城

県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静

岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福

岡県及び沖縄県の１都１道２府 17 県から、同年９月 12 日をもって宮城県、及

び岡山県の２県を除外した１都１道２府 15 県に変更するとともに、実施すべき

期間を同年９月 30 日まで延長することが決定され、新型インフルエンザ等対策

特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域については、福島

県、富山県、石川県、山梨県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本

県、宮崎県及び鹿児島県の 12 県から、同年９月 12 日をもって富山県、山梨県、

愛媛県、高知県、佐賀県及び長崎県の６県を除外し、宮城県及び岡山県の２県を

追加した８県に変更するとともに、福島県、石川県、香川県、熊本県、宮崎県及

び鹿児島県において実施すべき期間を同年９月 30 日まで延長し、宮城県及び岡

山県におけて実施すべき期間を同年９月 13 日から同年９月 30 日までとするこ

とが決定されたところですが、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言

等を踏まえた工事及び業務の対応について」（令和３年４月 25 日付け国不入企

別添１



 

第３号）等の内容を踏まえ、引き続き適切なご対応を宜しくお願いします。 

各都道府県におかれては、貴都道府県内の関係市区町村（指定都市を除く。）

に対しても、周知を宜しくお願いします。 



 

事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ９ 月 10 日 

 

 

主な民間発注者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき区域の変更

及び期間の延長（令和３年９月９日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び業務の対応

については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を実施すべき区域の変

更（令和３年８月 25 日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和３年８月 27 日

付け事務連絡）等により、地方公共団体等あてに通知するとともに、貴団体など民間

発注者団体等あてにも参考送付させていただいたところです。 

このたび、令和３年９月９日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策

特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域について、北海道、宮城県、茨城

県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、

三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県及び沖縄県の１

都１道２府 17 県から、同年９月 12 日をもって宮城県及び岡山県の２県を除外した１

都 1道２府 15 県に変更するとともに、実施すべき期間を同年９月 30 日まで延長する

ことが決定され、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措

置を実施すべき区域については、福島県、富山県、石川県、山梨県、香川県、愛媛県、

高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県の 12 県から、同年９月 12 日

をもって富山県、山梨県、愛媛県、高知県、佐賀県及び長崎県の６県を除外し、宮城

県及び岡山県の２県を追加した８県に変更するとともに、福島県、石川県、香川県、

熊本県、宮崎県及び鹿児島県において実施すべき期間を同年９月 30 日まで延長し、

宮城県及び岡山県において実施すべき期間を同年９月13日から同年９月30日までと

することが決定されたことを踏まえ、緊急事態措置等を実施すべき区域の変更に伴う

対応について、別添１のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別添２、３の

とおり建設業者団体等あてに送付しておりますので、参考まで送付いたします。 

 

なお、地方公共団体が、建設業団体等に対して、当該地方公共団体の域外から工事

従事者が来訪する場合の感染防止対策等について要請を出している地域において、受

注者から当該感染防止対策について相談があった場合には、その趣旨をご理解の上、

適切にご協力いただくようお願いいたします。 

さらに、これまでもお知らせしていたとおり、受発注者の故意又は過失により施工

別添２



 

できなくなる場合を除き、資機材等の調達困難や感染者の発生など、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により工事が施工できなくなる場合は、建設工事標準請負契約約款

における「不可抗力」に該当するものと考えられます。この場合、民間工事標準請負

契約約款（甲）・（乙）においては、受注者は発注者に工期の延長を請求でき、下請工

事標準請負契約約款においては、元請負人は必要があるときは工事を中止し、工期の

延長について元下間で協議することとしており、いずれの場合も増加する費用につい

ては発注者（元請負人）と受注者（下請負人）が協議をして決めることとされており

ますので、引き続き適切な対応が図られるよう、改めて、傘下の会員企業等への周知

をお願いいたします。 

 

 



事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ９ 月 10 日 

 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変

更及び期間の延長（令和３年９月９日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた

工事及び業務の対応については「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点

措置を実施すべき区域の変更（令和３年８月 25 日）に伴う工事及び業務の対応につ

いて」（令和３年８月 27 日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いしてきたと

ころです。 

このたび、令和３年９月９日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策

特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域（以下「重点措置区域」

という。）について、福島県、富山県、石川県、山梨県、香川県、愛媛県、高知県、佐

賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県の 12 県から、同年９月 12 日をもって富

山県、山梨県、愛媛県、高知県、佐賀県及び長崎県の６県を除外し、宮城県及び岡山

県の２県を追加した８県に変更するとともに、福島県、石川県、香川県、熊本県、宮

崎県及び鹿児島県において実施すべき期間を同年９月 30 日まで延長し、宮城県及び

岡山県において実施すべき期間を同年９月13日から同年９月30日までとすることが

決定されたところですが、「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置

に関する公示を踏まえた工事及び業務の対応について」（令和３年４月５日付け事務

連絡）等の内容を踏まえ、引き続き、適切なご対応を宜しくお願いします。 

特に、まん延防止等重点措置においては、重点措置区域である都道府県は、事業者

に対して、「職場への出勤等について、『出勤者数の 7割削減』を目指すことも含め接

触機会の低減に向け、在宅勤務（テレワーク）や、出勤が必要となる職場でもローテ

ーション勤務等を更に徹底するよう働きかけること。」とされており、出勤者数の削

減のための取組について都道府県へのご協力をお願いいたします。 

また、雇用調整助成金については、重点措置区域においては、８月末までと同水準

の支援を９月末まで行うこととされておりますので、改めて会員企業に周知徹底し、

必要な場合にはその積極的活用を促すようお願いいたします。 

 



なお、地方公共団体が、当該地方公共団体の域外から工事従事者が来訪する場合の

感染防止対策等について要請を出している場合には、当該要請への適切なご対応を宜

しくお願いします。 

 また、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更等に伴う対応について、別添

１のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別添２のとおり民間発注者団体等

あてに送付しておりますので、参考まで送付いたします。 



 

事 務 連 絡 

令和３年９月 10 日 

 

 

各都道府県入札契約担当部局長 殿 

各指定都市入札契約担当部局長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 
 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき区域の変更

及び期間の延長（令和３年９月９日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び業務の

対応については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべ

き区域の変更（令和３年８月 25 日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和

３年８月 27 日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いしてきたところで

す。 

このたび、令和３年９月９日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等

対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域について、北海道、宮城

県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静

岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福

岡県及び沖縄県の１都１道２府 17 県から、同年９月 12 日をもって宮城県、及

び岡山県の２県を除外した１都１道２府 15 県に変更するとともに、実施すべき

期間を同年９月 30 日まで延長することが決定され、新型インフルエンザ等対策

特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域については、福島

県、富山県、石川県、山梨県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本

県、宮崎県及び鹿児島県の 12 県から、同年９月 12 日をもって富山県、山梨県、

愛媛県、高知県、佐賀県及び長崎県の６県を除外し、宮城県及び岡山県の２県を

追加した８県に変更するとともに、福島県、石川県、香川県、熊本県、宮崎県及

び鹿児島県において実施すべき期間を同年９月 30 日まで延長し、宮城県及び岡

山県におけて実施すべき期間を同年９月 13 日から同年９月 30 日までとするこ

とが決定されたところですが、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言

等を踏まえた工事及び業務の対応について」（令和３年４月 25 日付け国不入企

別添１



 

第３号）等の内容を踏まえ、引き続き適切なご対応を宜しくお願いします。 

各都道府県におかれては、貴都道府県内の関係市区町村（指定都市を除く。）

に対しても、周知を宜しくお願いします。 



 

事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ９ 月 10 日 

 

 

主な民間発注者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき区域の変更

及び期間の延長（令和３年９月９日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び業務の対応

については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を実施すべき区域の変

更（令和３年８月 25 日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和３年８月 27 日

付け事務連絡）等により、地方公共団体等あてに通知するとともに、貴団体など民間

発注者団体等あてにも参考送付させていただいたところです。 

このたび、令和３年９月９日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策

特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域について、北海道、宮城県、茨城

県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、

三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県及び沖縄県の１

都１道２府 17 県から、同年９月 12 日をもって宮城県及び岡山県の２県を除外した１

都 1道２府 15 県に変更するとともに、実施すべき期間を同年９月 30 日まで延長する

ことが決定され、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措

置を実施すべき区域については、福島県、富山県、石川県、山梨県、香川県、愛媛県、

高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県の 12 県から、同年９月 12 日

をもって富山県、山梨県、愛媛県、高知県、佐賀県及び長崎県の６県を除外し、宮城

県及び岡山県の２県を追加した８県に変更するとともに、福島県、石川県、香川県、

熊本県、宮崎県及び鹿児島県において実施すべき期間を同年９月 30 日まで延長し、

宮城県及び岡山県において実施すべき期間を同年９月13日から同年９月30日までと

することが決定されたことを踏まえ、緊急事態措置等を実施すべき区域の変更に伴う

対応について、別添１のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別添２、３の

とおり建設業者団体等あてに送付しておりますので、参考まで送付いたします。 

 

なお、地方公共団体が、建設業団体等に対して、当該地方公共団体の域外から工事

従事者が来訪する場合の感染防止対策等について要請を出している地域において、受

注者から当該感染防止対策について相談があった場合には、その趣旨をご理解の上、

適切にご協力いただくようお願いいたします。 

さらに、これまでもお知らせしていたとおり、受発注者の故意又は過失により施工

別添２



 

できなくなる場合を除き、資機材等の調達困難や感染者の発生など、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により工事が施工できなくなる場合は、建設工事標準請負契約約款

における「不可抗力」に該当するものと考えられます。この場合、民間工事標準請負

契約約款（甲）・（乙）においては、受注者は発注者に工期の延長を請求でき、下請工

事標準請負契約約款においては、元請負人は必要があるときは工事を中止し、工期の

延長について元下間で協議することとしており、いずれの場合も増加する費用につい

ては発注者（元請負人）と受注者（下請負人）が協議をして決めることとされており

ますので、引き続き適切な対応が図られるよう、改めて、傘下の会員企業等への周知

をお願いいたします。 

 

 



 

事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ９ 月 10 日 

 

 

主な民間発注者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき区域の変更

及び期間の延長（令和３年９月９日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び業務の対応

については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を実施すべき区域の変

更（令和３年８月 25 日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和３年８月 27 日

付け事務連絡）等により、地方公共団体等あてに通知するとともに、貴団体など民間

発注者団体等あてにも参考送付させていただいたところです。 

このたび、令和３年９月９日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策

特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域について、北海道、宮城県、茨城

県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、

三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県及び沖縄県の１

都１道２府 17 県から、同年９月 12 日をもって宮城県及び岡山県の２県を除外した１

都 1道２府 15 県に変更するとともに、実施すべき期間を同年９月 30 日まで延長する

ことが決定され、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措

置を実施すべき区域については、福島県、富山県、石川県、山梨県、香川県、愛媛県、

高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県の 12 県から、同年９月 12 日

をもって富山県、山梨県、愛媛県、高知県、佐賀県及び長崎県の６県を除外し、宮城

県及び岡山県の２県を追加した８県に変更するとともに、福島県、石川県、香川県、

熊本県、宮崎県及び鹿児島県において実施すべき期間を同年９月 30 日まで延長し、

宮城県及び岡山県において実施すべき期間を同年９月13日から同年９月30日までと

することが決定されたことを踏まえ、緊急事態措置等を実施すべき区域の変更に伴う

対応について、別添１のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別添２、３の

とおり建設業者団体等あてに送付しておりますので、参考まで送付いたします。 

 

なお、地方公共団体が、建設業団体等に対して、当該地方公共団体の域外から工事

従事者が来訪する場合の感染防止対策等について要請を出している地域において、受

注者から当該感染防止対策について相談があった場合には、その趣旨をご理解の上、

適切にご協力いただくようお願いいたします。 

さらに、これまでもお知らせしていたとおり、受発注者の故意又は過失により施工



 

できなくなる場合を除き、資機材等の調達困難や感染者の発生など、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により工事が施工できなくなる場合は、建設工事標準請負契約約款

における「不可抗力」に該当するものと考えられます。この場合、民間工事標準請負

契約約款（甲）・（乙）においては、受注者は発注者に工期の延長を請求でき、下請工

事標準請負契約約款においては、元請負人は必要があるときは工事を中止し、工期の

延長について元下間で協議することとしており、いずれの場合も増加する費用につい

ては発注者（元請負人）と受注者（下請負人）が協議をして決めることとされており

ますので、引き続き適切な対応が図られるよう、改めて、傘下の会員企業等への周知

をお願いいたします。 

 

 



 

事 務 連 絡 

令和３年９月 10 日 

 

 

各都道府県入札契約担当部局長 殿 

各指定都市入札契約担当部局長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 
 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき区域の変更

及び期間の延長（令和３年９月９日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び業務の

対応については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべ

き区域の変更（令和３年８月 25 日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和

３年８月 27 日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いしてきたところで

す。 

このたび、令和３年９月９日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等

対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域について、北海道、宮城

県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静

岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福

岡県及び沖縄県の１都１道２府 17 県から、同年９月 12 日をもって宮城県、及

び岡山県の２県を除外した１都１道２府 15 県に変更するとともに、実施すべき

期間を同年９月 30 日まで延長することが決定され、新型インフルエンザ等対策

特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域については、福島

県、富山県、石川県、山梨県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本

県、宮崎県及び鹿児島県の 12 県から、同年９月 12 日をもって富山県、山梨県、

愛媛県、高知県、佐賀県及び長崎県の６県を除外し、宮城県及び岡山県の２県を

追加した８県に変更するとともに、福島県、石川県、香川県、熊本県、宮崎県及

び鹿児島県において実施すべき期間を同年９月 30 日まで延長し、宮城県及び岡

山県におけて実施すべき期間を同年９月 13 日から同年９月 30 日までとするこ

とが決定されたところですが、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言

等を踏まえた工事及び業務の対応について」（令和３年４月 25 日付け国不入企

別添１



 

第３号）等の内容を踏まえ、引き続き適切なご対応を宜しくお願いします。 

各都道府県におかれては、貴都道府県内の関係市区町村（指定都市を除く。）

に対しても、周知を宜しくお願いします。 



 

事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ９ 月 10 日 

 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更及

び期間の延長（令和３年９月９日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応に

ついては「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更

（令和３年８月 25 日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和３年８月 27 日付

け事務連絡）等により、適切な対応をお願いしてきたところです。 

このたび、令和３年９月９日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策

特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域（以下「緊急事態措置区域」とい

う。）について、北海道、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、

神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、岡

山県、広島県、福岡県及び沖縄県の１都１道２府 17 県から、同年９月 12 日をもって

宮城県及び岡山県の２県を除外した１都１道２府 15 県に変更するとともに、実施す

べき期間を同年９月 30 日まで延長することが決定されたところですが、「新型コロナ

ウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び業務の対応について」（令

和３年４月 25 日付け事務連絡）等の内容を踏まえ、引き続き、適切なご対応を宜し

くお願いします。 

特に、緊急事態措置においては、政府及び特定都道府県は、事業者に対して、「職場

への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務（テレワーク）活用や休

暇取得の促進等により、出勤者数の７割削減を目指すよう働きかけを行う」こととさ

れており、出勤者数の削減のための取組についてご協力をお願いいたします。 

また、雇用調整助成金については、緊急事態措置区域においては、８月末までと同

水準の支援を９月末まで行うこととされておりますので、改めて会員企業に周知徹底

し、必要な場合にはその積極的活用を促すようお願いいたします。 

 

なお、地方公共団体が、当該地方公共団体の域外から工事従事者が来訪する場合の

感染防止対策等について要請を出している場合には、当該要請への適切なご対応を宜

しくお願いします。 

また、緊急事態措置を実施すべき区域の変更に伴う対応について、別添１のとおり

地方公共団体あてに送付するとともに、別添２のとおり民間発注者団体等あてに送付

しておりますので、参考まで送付いたします。 

別添２



事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ９ 月 10 日 

 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変

更及び期間の延長（令和３年９月９日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた

工事及び業務の対応については「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点

措置を実施すべき区域の変更（令和３年８月 25 日）に伴う工事及び業務の対応につ

いて」（令和３年８月 27 日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いしてきたと

ころです。 

このたび、令和３年９月９日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策

特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域（以下「重点措置区域」

という。）について、福島県、富山県、石川県、山梨県、香川県、愛媛県、高知県、佐

賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県の 12 県から、同年９月 12 日をもって富

山県、山梨県、愛媛県、高知県、佐賀県及び長崎県の６県を除外し、宮城県及び岡山

県の２県を追加した８県に変更するとともに、福島県、石川県、香川県、熊本県、宮

崎県及び鹿児島県において実施すべき期間を同年９月 30 日まで延長し、宮城県及び

岡山県において実施すべき期間を同年９月13日から同年９月30日までとすることが

決定されたところですが、「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置

に関する公示を踏まえた工事及び業務の対応について」（令和３年４月５日付け事務

連絡）等の内容を踏まえ、引き続き、適切なご対応を宜しくお願いします。 

特に、まん延防止等重点措置においては、重点措置区域である都道府県は、事業者

に対して、「職場への出勤等について、『出勤者数の 7割削減』を目指すことも含め接

触機会の低減に向け、在宅勤務（テレワーク）や、出勤が必要となる職場でもローテ

ーション勤務等を更に徹底するよう働きかけること。」とされており、出勤者数の削

減のための取組について都道府県へのご協力をお願いいたします。 

また、雇用調整助成金については、重点措置区域においては、８月末までと同水準

の支援を９月末まで行うこととされておりますので、改めて会員企業に周知徹底し、

必要な場合にはその積極的活用を促すようお願いいたします。 

 

別添３



なお、地方公共団体が、当該地方公共団体の域外から工事従事者が来訪する場合の

感染防止対策等について要請を出している場合には、当該要請への適切なご対応を宜

しくお願いします。 

 また、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更等に伴う対応について、別添

１のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別添２のとおり民間発注者団体等

あてに送付しておりますので、参考まで送付いたします。 



 

事 務 連 絡 

令和３年８月 27 日 

 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更

（令和３年８月 25 日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応に

ついては「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更及

び期間の延長（令和３年８月 17 日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和３年

８月 18 日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いしてきたところです。 

このたび、令和３年８月 25 日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対

策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域（以下「緊急事態措置区域」と

いう。）について、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静

岡県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県及び沖縄県の１都２府 10 県に、北海道、宮城

県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、岡山県及び広島県の１道７県を追加した１都

１道２府 17 県に変更するとともに、北海道、宮城県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀

県、岡山県及び広島県において実施すべき期間を同年８月 27 日から同年９月 12 日ま

でとすることが決定されたところですが、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事

態宣言等を踏まえた工事及び業務の対応について」（令和３年４月25日付け事務連絡）

等の内容を踏まえ、引き続き、適切なご対応を宜しくお願いします。 

特に、緊急事態措置においては、政府及び特定都道府県は、事業者に対して、「職場

への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務（テレワーク）活用や休

暇取得の促進等により、出勤者数の７割削減を目指すよう働きかけを行う」こととさ

れており、出勤者数の削減のための取組についてご協力をお願いいたします。 

また、雇用調整助成金については、緊急事態措置区域においては、８月末までと同

水準の支援を９月末まで行うこととされておりますので、改めて会員企業に周知徹底

し、必要な場合にはその積極的活用を促すようお願いいたします。なお、地方公共団

体が、当該地方公共団体の域外から工事従事者が来訪する場合の感染防止対策等につ

いて要請を出している場合には、当該要請への適切なご対応を宜しくお願いします。 

 

なお、緊急事態措置を実施すべき区域の変更に伴う対応について、別添１のとおり

地方公共団体あてに送付するとともに、別添２のとおり民間発注者団体等あてに送付

しておりますので、参考まで送付いたします。 



事 務 連 絡 

令和３年８月 27 日 

 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変

更（令和３年８月 25 日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた

工事及び業務の対応については「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点

措置を実施すべき区域の変更（令和３年８月 17 日）に伴う工事及び業務の対応につ

いて」（令和３年８月 18 日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いしてきたと

ころです。 

このたび、令和３年８月 25 日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対

策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域（以下「重点措置区域」

という。）について、北海道、宮城県、福島県、富山県、石川県、山梨県、岐阜県、愛

知県、三重県、滋賀県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、熊本県及び鹿児島県の１

道 15 県から、北海道、宮城県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、岡山県及び広島県

の１道７県を除外し、高知県、佐賀県、長崎県及び宮崎県の４県を追加した 12 県に

変更するとともに、高知県、佐賀県、長崎県及び宮崎県において実施すべき期間を同

年８月 27 日から同年９月 12 日までとすることが決定されたところですが、「新型コ

ロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた工事及び

業務の対応について」（令和３年４月５日付け事務連絡）等の内容を踏まえ、引き続

き、適切なご対応を宜しくお願いします。 

特に、まん延防止等重点措置においては、重点措置区域である都道府県は、事業者

に対して、「職場への出勤等について、『出勤者数の 7割削減』を目指すことも含め接

触機会の低減に向け、在宅勤務（テレワーク）や、出勤が必要となる職場でもローテ

ーション勤務等を更に徹底するよう働きかけること。」とされており、出勤者数の削

減のための取組について都道府県へのご協力をお願いいたします。 

また、雇用調整助成金については、重点措置区域においては、８月末までと同水準

の支援を９月末まで行うこととされておりますので、改めて会員企業に周知徹底し、

必要な場合にはその積極的活用を促すようお願いいたします。 

 



なお、地方公共団体が、当該地方公共団体の域外から工事従事者が来訪する場合の

感染防止対策等について要請を出している場合には、当該要請への適切なご対応を宜

しくお願いします。 

 また、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更等に伴う対応について、別添

１のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別添２のとおり民間発注者団体等

あてに送付しておりますので、参考まで送付いたします。 



 

事 務 連 絡 

令和３年８月 27 日 

 

 

主な民間発注者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき区域の変更

（令和３年８月 25 日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び業務の対応

については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を実施すべき区域の変

更及び期間の延長（令和３年８月 17 日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和

３年８月 18 日付け事務連絡）等により、地方公共団体等あてに通知するとともに、

貴団体など民間発注者団体等あてにも参考送付させていただいたところです。 

このたび、令和３年８月 25 日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対

策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域について、茨城県、栃木県、群

馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡

県及び沖縄県の１都２府 10 県に、北海道、宮城県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀

県、岡山県及び広島県の１道７県を追加した１都1道２府17県に変更するとともに、

北海道、宮城県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、岡山県及び広島県において実施

すべき期間を同年８月 20 日から同年９月 12 日までとすることが決定され、新型イン

フルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域につ

いては、北海道、宮城県、福島県、富山県、石川県、山梨県、岐阜県、愛知県、三重

県、滋賀県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、熊本県及び鹿児島県の１道 15 県か

ら、北海道、宮城県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、岡山県及び広島県の１道７

県を除外し、高知県、佐賀県、長崎県及び宮崎県の４県を追加した 12 県に変更する

とともに、高知県、佐賀県、長崎県及び宮崎県において実施すべき期間を同年８月 20

日から同年９月 12 日までとすることが決定されたことを踏まえ、緊急事態措置等を

実施すべき区域の変更に伴う対応について、別添１のとおり地方公共団体あてに送付

するとともに、別添２、３のとおり建設業者団体等あてに送付しておりますので、参

考まで送付いたします。 

 

なお、地方公共団体が、建設業団体等に対して、当該地方公共団体の域外から工事

従事者が来訪する場合の感染防止対策等について要請を出している地域において、受

注者から当該感染防止対策について相談があった場合には、その趣旨をご理解の上、

適切にご協力いただくようお願いいたします。 



 

さらに、これまでもお知らせしていたとおり、受発注者の故意又は過失により施工

できなくなる場合を除き、資機材等の調達困難や感染者の発生など、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により工事が施工できなくなる場合は、建設工事標準請負契約約款

における「不可抗力」に該当するものと考えられます。この場合、民間工事標準請負

契約約款（甲）・（乙）においては、受注者は発注者に工期の延長を請求でき、下請工

事標準請負契約約款においては、元請負人は必要があるときは工事を中止し、工期の

延長について元下間で協議することとしており、いずれの場合も増加する費用につい

ては発注者（元請負人）と受注者（下請負人）が協議をして決めることとされており

ますので、引き続き適切な対応が図られるよう、改めて、傘下の会員企業等への周知

をお願いいたします。 

 

 



 

事 務 連 絡 

令和３年８月 18 日 

 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更及

び期間の延長（令和３年８月 17 日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応に

ついては「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更及

び期間の延長（令和３年７月 30 日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和３年

８月２日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いしてきたところです。 

このたび、令和３年８月 17 日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対

策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域（以下「緊急事態措置区域」と

いう。）について、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府及び沖縄県の１都１府

４県に、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県及び福岡県の１府６県を

追加した１都２府 10 県に変更するとともに、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大

阪府及び沖縄県において実施すべき期間を同年９月 12 日まで延長し、茨城県、栃木

県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県及び福岡県において実施すべき期間を同年８月

20 日から同年９月 12 日までとすることが決定されたところですが、「新型コロナウ

イルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び業務の対応について」（令和

３年４月 25 日付け事務連絡）等の内容を踏まえ、引き続き、適切なご対応を宜しく

お願いします。 

特に、緊急事態措置においては、政府及び特定都道府県は、事業者に対して、「職場

への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務（テレワーク）活用や休

暇取得の促進等により、出勤者数の７割削減を目指すよう働きかけを行う」こととさ

れており、出勤者数の削減のための取組についてご協力をお願いいたします。 

また、雇用調整助成金については、緊急事態措置区域においては、８月末までと同

水準の支援を９月末まで行うこととされておりますので、改めて会員企業に周知徹底

し、必要な場合にはその積極的活用を促すようお願いいたします。なお、地方公共団

体が、当該地方公共団体の域外から工事従事者が来訪する場合の感染防止対策等につ

いて要請を出している場合には、当該要請への適切なご対応を宜しくお願いします。 

また、緊急事態措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長に伴う対応について、

別添１のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別添２のとおり民間発注者団

体等あてに送付しておりますので、参考まで送付いたします。 



事 務 連 絡 

令和３年８月 18 日 

 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変

更及び期間の延長（令和３年８月 17 日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた

工事及び業務の対応については「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点

措置を実施すべき区域の変更（令和３年８月５日）に伴う工事及び業務の対応につい

て」（令和３年８月８日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いしてきたところ

です。 

このたび、令和３年８月 17 日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対

策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域（以下「重点措置区域」

という。）について、北海道、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、石川県、静岡県、愛

知県、滋賀県、京都府、兵庫県、福岡県及び熊本県の１道１府 11 県から、茨城県、栃

木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県及び福岡県の１府６県を除外し、宮城県、富

山県、山梨県、岐阜県、三重県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県及び鹿児島県の 10

県を追加した１道 15 県に変更するとともに、北海道、福島県、石川県、愛知県、滋賀

県及び熊本県において実施すべき期間を同年９月 12 日まで延長し、宮城県、富山県、

山梨県、岐阜県、三重県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県及び鹿児島県において実

施すべき期間を同年８月20日から同年９月12日までとすることが決定されたところ

ですが、「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏

まえた工事及び業務の対応について」（令和３年４月５日付け事務連絡）等の内容を

踏まえ、引き続き、適切なご対応を宜しくお願いします。 

特に、まん延防止等重点措置においては、重点措置区域である都道府県は、事業者

に対して、「職場への出勤等について、『出勤者数の 7割削減』を目指すことも含め接

触機会の低減に向け、在宅勤務（テレワーク）や、出勤が必要となる職場でもローテ

ーション勤務等を更に徹底するよう働きかけること。」とされており、出勤者数の削

減のための取組について都道府県へのご協力をお願いいたします。 

また、雇用調整助成金については、重点措置区域においては、８月末までと同水準

の支援を９月末まで行うこととされておりますので、改めて会員企業に周知徹底し、



必要な場合にはその積極的活用を促すようお願いいたします。 

なお、地方公共団体が、当該地方公共団体の域外から工事従事者が来訪する場合の

感染防止対策等について要請を出している場合には、当該要請への適切なご対応を宜

しくお願いします。 

 また、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更等に伴う対応について、別添

１のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別添２のとおり民間発注者団体等

あてに送付しておりますので、参考まで送付いたします。 



 

事 務 連 絡 

令和３年８月 18 日 

 

 

主な民間発注者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき区域の変更

及び期間の延長（令和３年８月 17 日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び業務の対応

については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を実施すべき区域の変

更及び期間の延長（令和３年８月５日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和３

年８月８日付け事務連絡）等により、地方公共団体等あてに通知するとともに、貴団

体など民間発注者団体等あてにも参考送付させていただいたところです。 

このたび、令和３年８月 17 日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対

策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域について、埼玉県、千葉県、東

京都、神奈川県、大阪府及び沖縄県の１都１府４県に、茨城県、栃木県、群馬県、静

岡県、京都府、兵庫県及び福岡県の１府６県を追加した１都２府 10 県に変更すると

ともに、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府及び沖縄県において実施すべき

期間を同年９月 12 日まで延長し、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県

及び福岡県において実施すべき期間を同年８月20日から同年９月12日までとするこ

とが決定され、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置

を実施すべき区域については、北海道、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、石川県、

静岡県、愛知県、滋賀県、京都府、兵庫県、福岡県及び熊本県の１道１府 11 県から、

茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県及び福岡県の１府６県を除外し、

宮城県、富山県、山梨県、岐阜県、三重県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県及び鹿

児島県の 10 県を追加した１道 15 県に変更するとともに、北海道、福島県、石川県、

愛知県、滋賀県及び熊本県において実施すべき期間を同年９月 12 日まで延長し、宮

城県、富山県、山梨県、岐阜県、三重県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県及び鹿児

島県において実施すべき期間を同年８月20日から同年９月12日までとすることが決

定されたことを踏まえ、緊急事態措置等を実施すべき区域の変更及び期間の延長に伴

う対応について、別添１のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別添２、３

のとおり建設業者団体等あてに送付しておりますので、参考まで送付いたします。 

 

なお、地方公共団体が、建設業団体等に対して、当該地方公共団体の域外から工事



 

従事者が来訪する場合の感染防止対策等について要請を出している地域において、受

注者から当該感染防止対策について相談があった場合には、その趣旨をご理解の上、

適切にご協力いただくようお願いいたします。 

さらに、これまでもお知らせしていたとおり、受発注者の故意又は過失により施工

できなくなる場合を除き、資機材等の調達困難や感染者の発生など、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により工事が施工できなくなる場合は、建設工事標準請負契約約款

における「不可抗力」に該当するものと考えられます。この場合、民間工事標準請負

契約約款（甲）・（乙）においては、受注者は発注者に工期の延長を請求でき、下請工

事標準請負契約約款においては、元請負人は必要があるときは工事を中止し、工期の

延長について元下間で協議することとしており、いずれの場合も増加する費用につい

ては発注者（元請負人）と受注者（下請負人）が協議をして決めることとされており

ますので、引き続き適切な対応が図られるよう、改めて、傘下の会員企業等への周知

をお願いいたします。 

 

 



 

事 務 連 絡 

令和３年７月１２日 

 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更及

び期間の延長（令和３年７月８日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応に

ついては「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更及

び期間の延長（令和３年６月１７日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和３年

６月２１日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いしてきたところです。 

このたび、令和３年７月８日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策

特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域（以下「緊急事態措置区域」とい

う。）について、沖縄県のみから東京都を加えた１都１県に変更するとともに、実施す

べき期間について同８月２２日まで延長することが決定されたところですが、「新型

コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び業務の対応につい

て」（令和３年４月２５日付け事務連絡）等の内容を踏まえ、引き続き、適切なご対応

を宜しくお願いします。 

特に、緊急事態措置においては、政府及び特定都道府県は、事業者に対して、「職場

への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務（テレワーク）活用や休

暇取得の促進等により、出勤者数の７割削減を目指すよう働きかけを行う」こととさ

れており、出勤者数の削減のための取組についてご協力をお願いいたします。 

また、雇用調整助成金については、緊急事態措置区域においては、８月末までと同

水準の支援を９月末まで行うこととされましたので、改めて会員企業に周知徹底し、

必要な場合にはその積極的活用を促すようお願いいたします。 

 

 

なお、地方公共団体が、当該地方公共団体の域外から工事従事者が来訪する場合の

感染防止対策等について要請を出している場合には、当該要請への適切なご対応を宜

しくお願いします。 

また、緊急事態措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長に伴う対応について、

別添１のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別添２のとおり民間発注者団

体等あてに送付しておりますので、参考まで送付いたします。 



事 務 連 絡 

令和３年７月 12 日 

 

 

各都道府県入札契約担当部局長 殿 

各指定都市入札契約担当部局長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 
 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき区域の変更

及び期間の延長（令和３年７月８日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び業務の

対応については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべ

き区域の変更及び期間の延長（令和３年６月 17 日）に伴う工事及び業務の対応

について」（令和３年６月 21 日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いし

てきたところです。 

このたび、令和３年７月８日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等

対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域について沖縄県のみか

ら東京都を加えた１都１県に変更し、実施すべき期間について同８月 22 日まで

とすることが決定されるとともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基

づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域について、北海道、埼玉県、千葉県、

東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の１都１道２府６

県から北海道、東京都、愛知県、京都府、兵庫県、福岡県を除いた１府３県に変

更し、実施すべき期間について同８月 22 日までとすることが決定されたところ

ですが、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び

業務の対応について」（令和３年４月２５日付け国不入企第３号）等の内容を踏

まえ、引き続き適切なご対応を宜しくお願いします。 

各都道府県におかれては、貴都道府県内の関係市町村（指定都市を除く。）に

対しても、周知を宜しくお願いします。 
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事 務 連 絡 

令和３年７月１２日 

 

 

主な民間発注者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき区域の変更

及び期間の延長（令和３年７月８日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び業務の対応

については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を実施すべき区域の変

更及び期間の延長（令和３年６月１７日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和

３年６月２１日付け事務連絡）等により、地方公共団体等あてに通知するとともに、

貴団体など民間発注者団体等あてにも参考送付させていただいたところです。 

このたび、令和３年７月８日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策

特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域について、沖縄県のみから東京都

を加えた１都１県に変更し、実施すべき期間について同８月２２日まで延長すること

が決定されるとともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等

重点措置を実施すべき区域について、北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、

愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の１都１道２府６県から、北海道、東京都、

愛知県、京都府、兵庫県、福岡県を除いた１府３県に変更し、実施すべき期間につい

て同８月２２日まで延長することが決定されたことを踏まえ、緊急事態措置等を実施

すべき区域の変更及び期間の延長に伴う対応について、別添１のとおり地方公共団体

あてに送付するとともに、別添２、３のとおり建設業者団体等あてに送付しておりま

すので、参考まで送付いたします。 

 

なお、地方公共団体が、建設業団体等に対して、当該地方公共団体の域外から工事

従事者が来訪する場合の感染防止対策等について要請を出している地域において、受

注者から当該感染防止対策について相談があった場合には、その趣旨をご理解の上、

適切にご協力いただくようお願いいたします。 

さらに、これまでもお知らせしていたとおり、受発注者の故意又は過失により施工

できなくなる場合を除き、資機材等の調達困難や感染者の発生など、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により工事が施工できなくなる場合は、建設工事標準請負契約約款

における「不可抗力」に該当するものと考えられます。この場合、民間工事標準請負

契約約款（甲）・（乙）においては、受注者は発注者に工期の延長を請求でき、下請工
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事標準請負契約約款においては、元請負人は必要があるときは工事を中止し、工期の

延長について元下間で協議することとしており、いずれの場合も増加する費用につい

ては発注者（元請負人）と受注者（下請負人）が協議をして決めることとされており

ますので、引き続き適切な対応が図られるよう、改めて、傘下の会員企業等への周知

をお願いいたします。 

 

 



 

事 務 連 絡 

令和３年７月１２日 

 

 

主な民間発注者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき区域の変更

及び期間の延長（令和３年７月８日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び業務の対応

については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を実施すべき区域の変

更及び期間の延長（令和３年６月１７日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和

３年６月２１日付け事務連絡）等により、地方公共団体等あてに通知するとともに、

貴団体など民間発注者団体等あてにも参考送付させていただいたところです。 

このたび、令和３年７月８日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策

特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域について、沖縄県のみから東京都

を加えた１都１県に変更し、実施すべき期間について同８月２２日まで延長すること

が決定されるとともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等

重点措置を実施すべき区域について、北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、

愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の１都１道２府６県から、北海道、東京都、

愛知県、京都府、兵庫県、福岡県を除いた１府３県に変更し、実施すべき期間につい

て同８月２２日まで延長することが決定されたことを踏まえ、緊急事態措置等を実施

すべき区域の変更及び期間の延長に伴う対応について、別添１のとおり地方公共団体

あてに送付するとともに、別添２、３のとおり建設業者団体等あてに送付しておりま

すので、参考まで送付いたします。 

 

なお、地方公共団体が、建設業団体等に対して、当該地方公共団体の域外から工事

従事者が来訪する場合の感染防止対策等について要請を出している地域において、受

注者から当該感染防止対策について相談があった場合には、その趣旨をご理解の上、

適切にご協力いただくようお願いいたします。 

さらに、これまでもお知らせしていたとおり、受発注者の故意又は過失により施工

できなくなる場合を除き、資機材等の調達困難や感染者の発生など、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により工事が施工できなくなる場合は、建設工事標準請負契約約款

における「不可抗力」に該当するものと考えられます。この場合、民間工事標準請負

契約約款（甲）・（乙）においては、受注者は発注者に工期の延長を請求でき、下請工



 

事標準請負契約約款においては、元請負人は必要があるときは工事を中止し、工期の

延長について元下間で協議することとしており、いずれの場合も増加する費用につい

ては発注者（元請負人）と受注者（下請負人）が協議をして決めることとされており

ますので、引き続き適切な対応が図られるよう、改めて、傘下の会員企業等への周知

をお願いいたします。 

 

 



事 務 連 絡 

令和３年７月 12 日 

 

 

各都道府県入札契約担当部局長 殿 

各指定都市入札契約担当部局長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 
 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき区域の変更

及び期間の延長（令和３年７月８日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び業務の

対応については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべ

き区域の変更及び期間の延長（令和３年６月 17 日）に伴う工事及び業務の対応

について」（令和３年６月 21 日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いし

てきたところです。 

このたび、令和３年７月８日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等

対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域について沖縄県のみか

ら東京都を加えた１都１県に変更し、実施すべき期間について同８月 22 日まで

とすることが決定されるとともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基

づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域について、北海道、埼玉県、千葉県、

東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の１都１道２府６

県から北海道、東京都、愛知県、京都府、兵庫県、福岡県を除いた１府３県に変

更し、実施すべき期間について同８月 22 日までとすることが決定されたところ

ですが、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び

業務の対応について」（令和３年４月２５日付け国不入企第３号）等の内容を踏

まえ、引き続き適切なご対応を宜しくお願いします。 

各都道府県におかれては、貴都道府県内の関係市町村（指定都市を除く。）に

対しても、周知を宜しくお願いします。 
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事 務 連 絡 

令和３年７月１２日 

 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更及

び期間の延長（令和３年７月８日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応に

ついては「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更及

び期間の延長（令和３年６月１７日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和３年

６月２１日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いしてきたところです。 

このたび、令和３年７月８日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策

特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域（以下「緊急事態措置区域」とい

う。）について、沖縄県のみから東京都を加えた１都１県に変更するとともに、実施す

べき期間について同８月２２日まで延長することが決定されたところですが、「新型

コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び業務の対応につい

て」（令和３年４月２５日付け事務連絡）等の内容を踏まえ、引き続き、適切なご対応

を宜しくお願いします。 

特に、緊急事態措置においては、政府及び特定都道府県は、事業者に対して、「職場

への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務（テレワーク）活用や休

暇取得の促進等により、出勤者数の７割削減を目指すよう働きかけを行う」こととさ

れており、出勤者数の削減のための取組についてご協力をお願いいたします。 

また、雇用調整助成金については、緊急事態措置区域においては、８月末までと同

水準の支援を９月末まで行うこととされましたので、改めて会員企業に周知徹底し、

必要な場合にはその積極的活用を促すようお願いいたします。 

 

 

なお、地方公共団体が、当該地方公共団体の域外から工事従事者が来訪する場合の

感染防止対策等について要請を出している場合には、当該要請への適切なご対応を宜

しくお願いします。 

また、緊急事態措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長に伴う対応について、

別添１のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別添２のとおり民間発注者団

体等あてに送付しておりますので、参考まで送付いたします。 
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事 務 連 絡 

令和３年７月１２日 

 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変

更及び期間の延長（令和３年７月８日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた

工事及び業務の対応については「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点

措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長（令和３年６月１７日）に伴う工事及び

業務の対応について」（令和３年６月２１日付け事務連絡）等により、適切な対応をお

願いしてきたところです。 

このたび、令和３年７月８日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策

特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域（以下「重点措置区域」

という。）について、北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、

大阪府、兵庫県、福岡県の１都１道２府６県から、北海道、東京都、愛知県、京都府、

兵庫県、福岡県を除いた１府３県に変更するとともに、実施すべき期間について同８

月２２日まで延長することが決定されたところですが、「新型コロナウイルス感染症

に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた工事及び業務の対応について」

（令和３年４月５日付け事務連絡）等の内容を踏まえ、引き続き、適切なご対応を宜

しくお願いします。 

特に、まん延防止等重点措置においては、重点措置区域である都道府県は、事業者

に対して、「職場への出勤等について、『出勤者数の 7割削減』を目指すことも含め接

触機会の低減に向け、在宅勤務（テレワーク）や、出勤が必要となる職場でもローテ

ーション勤務等を更に徹底するよう働きかけること。」とされており、出勤者数の削

減のための取組について都道府県へのご協力をお願いいたします。 

また、雇用調整助成金については、重点措置区域においては、８月末までと同水準

の支援を９月末まで行うこととされましたので、改めて会員企業に周知徹底し、必要

な場合にはその積極的活用を促すようお願いいたします。 

 

なお、地方公共団体が、当該地方公共団体の域外から工事従事者が来訪する場合の
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感染防止対策等について要請を出している場合には、当該要請への適切なご対応を宜

しくお願いします。 

 また、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長に伴う対応に

ついて、別添１のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別添２のとおり民間

発注者団体等あてに送付しておりますので、参考まで送付いたします。 



 

事 務 連 絡 

令和３年７月１２日 

 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変

更及び期間の延長（令和３年７月８日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた

工事及び業務の対応については「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点

措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長（令和３年６月１７日）に伴う工事及び

業務の対応について」（令和３年６月２１日付け事務連絡）等により、適切な対応をお

願いしてきたところです。 

このたび、令和３年７月８日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策

特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域（以下「重点措置区域」

という。）について、北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、

大阪府、兵庫県、福岡県の１都１道２府６県から、北海道、東京都、愛知県、京都府、

兵庫県、福岡県を除いた１府３県に変更するとともに、実施すべき期間について同８

月２２日まで延長することが決定されたところですが、「新型コロナウイルス感染症

に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた工事及び業務の対応について」

（令和３年４月５日付け事務連絡）等の内容を踏まえ、引き続き、適切なご対応を宜

しくお願いします。 

特に、まん延防止等重点措置においては、重点措置区域である都道府県は、事業者

に対して、「職場への出勤等について、『出勤者数の 7割削減』を目指すことも含め接

触機会の低減に向け、在宅勤務（テレワーク）や、出勤が必要となる職場でもローテ

ーション勤務等を更に徹底するよう働きかけること。」とされており、出勤者数の削

減のための取組について都道府県へのご協力をお願いいたします。 

また、雇用調整助成金については、重点措置区域においては、８月末までと同水準

の支援を９月末まで行うこととされましたので、改めて会員企業に周知徹底し、必要

な場合にはその積極的活用を促すようお願いいたします。 

 

なお、地方公共団体が、当該地方公共団体の域外から工事従事者が来訪する場合の



 

感染防止対策等について要請を出している場合には、当該要請への適切なご対応を宜

しくお願いします。 

 また、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長に伴う対応に

ついて、別添１のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別添２のとおり民間

発注者団体等あてに送付しておりますので、参考まで送付いたします。 



事 務 連 絡 

令和３年７月 12 日 

 

 

各都道府県入札契約担当部局長 殿 

各指定都市入札契約担当部局長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 
 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき区域の変更

及び期間の延長（令和３年７月８日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び業務の

対応については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべ

き区域の変更及び期間の延長（令和３年６月 17 日）に伴う工事及び業務の対応

について」（令和３年６月 21 日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いし

てきたところです。 

このたび、令和３年７月８日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等

対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域について沖縄県のみか

ら東京都を加えた１都１県に変更し、実施すべき期間について同８月 22 日まで

とすることが決定されるとともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基

づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域について、北海道、埼玉県、千葉県、

東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の１都１道２府６

県から北海道、東京都、愛知県、京都府、兵庫県、福岡県を除いた１府３県に変

更し、実施すべき期間について同８月 22 日までとすることが決定されたところ

ですが、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び

業務の対応について」（令和３年４月２５日付け国不入企第３号）等の内容を踏

まえ、引き続き適切なご対応を宜しくお願いします。 

各都道府県におかれては、貴都道府県内の関係市町村（指定都市を除く。）に

対しても、周知を宜しくお願いします。 
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事 務 連 絡 

令和３年７月１２日 

 

 

主な民間発注者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき区域の変更

及び期間の延長（令和３年７月８日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び業務の対応

については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を実施すべき区域の変

更及び期間の延長（令和３年６月１７日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和

３年６月２１日付け事務連絡）等により、地方公共団体等あてに通知するとともに、

貴団体など民間発注者団体等あてにも参考送付させていただいたところです。 

このたび、令和３年７月８日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策

特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域について、沖縄県のみから東京都

を加えた１都１県に変更し、実施すべき期間について同８月２２日まで延長すること

が決定されるとともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等

重点措置を実施すべき区域について、北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、

愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の１都１道２府６県から、北海道、東京都、

愛知県、京都府、兵庫県、福岡県を除いた１府３県に変更し、実施すべき期間につい

て同８月２２日まで延長することが決定されたことを踏まえ、緊急事態措置等を実施

すべき区域の変更及び期間の延長に伴う対応について、別添１のとおり地方公共団体

あてに送付するとともに、別添２、３のとおり建設業者団体等あてに送付しておりま

すので、参考まで送付いたします。 

 

なお、地方公共団体が、建設業団体等に対して、当該地方公共団体の域外から工事

従事者が来訪する場合の感染防止対策等について要請を出している地域において、受

注者から当該感染防止対策について相談があった場合には、その趣旨をご理解の上、

適切にご協力いただくようお願いいたします。 

さらに、これまでもお知らせしていたとおり、受発注者の故意又は過失により施工

できなくなる場合を除き、資機材等の調達困難や感染者の発生など、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により工事が施工できなくなる場合は、建設工事標準請負契約約款

における「不可抗力」に該当するものと考えられます。この場合、民間工事標準請負

契約約款（甲）・（乙）においては、受注者は発注者に工期の延長を請求でき、下請工

Administrator
スタンプ



 

事標準請負契約約款においては、元請負人は必要があるときは工事を中止し、工期の

延長について元下間で協議することとしており、いずれの場合も増加する費用につい

ては発注者（元請負人）と受注者（下請負人）が協議をして決めることとされており

ますので、引き続き適切な対応が図られるよう、改めて、傘下の会員企業等への周知

をお願いいたします。 

 

 


